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はじめに 

 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」第 2 条では、「子ども(おおむね 18 歳以下の者をい

う。)の読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことができないものです。」と読書活動が子ども

の成長過程において有意義なものであることが記されています。この時期に良い本と出合うこと

は、人間性を身につけ、想像力を豊かにするとともに、生涯においてひとつの財産になります。 

 読書活動が長い期間に展開できる主体的な学習活動であることからも、生涯学習社会の中で図書

館の果たす役割は大きなものがあります。どのような「良書」と出会えるか、どのような「読書」

を継続できるかが、その先の読書活動に大きく影響することは推測できます。そこには、それをサ

ポートするための人や施設、システムなどの環境の整備が不可欠であるといえます。 

 瑞穂町では、平成 22 年度から平成 26 年度までの 5 か年間の「瑞穂町子ども読書活動推進計画」

を策定し、様々な取り組みをしてきました。 

 これからも引き続き読書活動を推進する必要があるため、従前の計画を見直し、新たに「第二次

瑞穂町子ども読書活動推進計画」を策定しました。 

 子どもは大人の背中を見て育つ。子どもの読書活動は大人の読書活動と密接に関係しています。

ここに示す子どもの読書活動は、そのまま地域の読書活動へと結びつくことを期待し、各事業を推

進していきます。 

 

 

平成 27年 3月 

 

 

瑞穂町教育委員会 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

子どもの読書を取り巻く環境は、パソコンやスマートフォン、ゲームなどの多様化する電子メデ

ィアの席巻とともに、子どもの興味や関心も多様化し、読書離れ、活字離れという言葉に代表され

るように、近年特に憂慮されています。 

一方、保護者のわが子は読書好きに育って欲しいという願いは、連綿と続いています。 

子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生

をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。すべての子どもが自主的

に読書活動を行うことができる環境を整備するという点において、図書館の果たす役割は大きなも

のがあります。 

自ら主体的に行った読書活動を通じて、子どもは読書の喜びや楽しみ、価値を感じます。そし

て、このことにより考える習慣、豊かな感性や情操、思いやりの心などを身に付けることができま

す。この主体的な読書活動を推進するために、子どもの成長の段階に応じた様々な分野の本との出

合いや多様な読書の機会を提供するための環境整備が不可欠です。 

子どもの読書環境を地域全体で整備し、読書活動を推進する土壌をさらに固めるために「第三次

瑞穂町子ども読書活動推進計画」を策定しました。 

次世代を担う子どもたちが心豊かで健やかに成長し、自己実現を図っていく糧となる心の栄養を

蓄える一助となるような読書活動へと結びつくことを期待し、各事業を推進していきます。 

 

 

令和2年3月 

 

瑞穂町教育委員会 
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第二次瑞穂町子ども読書活動推進計画 

 

第 1章 第二次瑞穂町子ども読書活動推進計画の策定 

 

1 第二次瑞穂町子ども読書活動推進計画策定にあたって 

 瑞穂町(以下「町」という。)では、平成22年3月に「瑞穂町子ども読書活動推進計画」(以下「第

一次計画」という。)を策定し、平成26年度までの5か年間の計画で子どもの読書活動推進に取り組

んできました。 

 この計画の期間が終了し、引き続き子ども読書活動推進を図るため、第一次計画の基本的な考え

を引き継ぎながら、社会情勢や子どもの読書活動を取り巻く状況の変化等を踏まえ、第二次瑞穂町

子ども読書活動推進計画(以下「第二次計画」という。)を策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 国のこれまでの動き 

 平成 11 年 8 月、国会で子どもたちの読書活動を国をあげて支援するため、平成 12 年を「子ども

読書年」とすることを決議し、さらに国は平成 12 年 5 月に国立国会図書館の支部図書館として「国

際子ども図書館」を開館しました。 

 また、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに、「子どもの読書活動の推進に関する法律」が平成 13 年 12 月に公布・施行され、これにより国

と地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する計画を策定・公表することが定められまし

た。 

 そして、国は平成 14年 8月「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を策定しました。 

 その後、国では、平成 14 年に策定した計画の成果や課題を踏まえ、平成 20 年 3 月に「子どもの

読書活動の推進に関する基本的な計画」(第二次基本計画）、平成 25 年 5 月に「子どもの読書活動の

第三次瑞穂町子ども読書活動推進計画 

 

第1章 第三次瑞穂町子ども読書活動推進計画の策定 

 

1 計画策定の背景 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」第二条では、「子ども(おおむね十八歳以下の者をい

う。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊か

なものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」と読書活動

が子どもの成長過程において有意義なものであることが記されています。この時期に良い本と出合

うことは、人間性を身につけ、想像力を豊かにするとともに、生涯においてひとつの財産になりま

す。 

瑞穂町(以下「町」という。)では、平成 22 年 3 月に「瑞穂町子ども読書活動推進計画」(以下

「第一次計画」という。)を、平成 27 年 3 月に「第二次瑞穂町子ども読書活動推進計画」（以下

「第二次計画」という。）を策定し、学校、地域等と連携を図り、子どもの読書活動推進に取り組

んできました。 

この計画の期間が終了し、引き続き子ども読書活動推進を図るため、第二次計画の基本的な考え

を引き継ぎながら、社会情勢や子どもの読書活動を取り巻く状況の変化等を踏まえ、第三次瑞穂町

子ども読書活動推進計画(以下「第三次計画」という。)を策定するものです。 

 

 

2 国のこれまでの動き 

平成 11 年 8 月、子どもたちの読書活動について国をあげて支援するため、国会において平成 12

年を「子ども読書年」とすることを決議し、さらに平成 12 年 5 月に国立国会図書館の支部図書館と

して「国際子ども図書館」を開館しました。 

また、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに、「子どもの読書活動の推進に関する法律」が平成 13 年 12 月に公布・施行され、これにより国

と地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する計画を策定・公表することが定められまし

た。 

そして、国は平成 14年 8月「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を策定しました。 

その後、国では、平成14年に策定した計画の成果や課題を踏まえ、平成20年3月に「子どもの読書
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推進に関する基本的な計画」(第三次基本計画）を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

3 都のこれまでの動き 

 東京都は、平成 15 年 3 月に「東京都子ども読書活動推進計画」を策定し、市町村でも国・都の計

画のもとに、子どもの読書活動推進計画を策定することが求められました。すべての子どもがあら

ゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的な環境の整備

が求められています。 

 その後、東京都では平成 21 年 3 月に「第二次東京都子ども読書活動推進計画」を策定し、更なる

子どもの読書活動を推進するとともに、読書活動を推進していく際の指針が示されました。市町村

でも、国・都の計画の下に、子どもの読書活動推進計画の見直しと今後の施策を検討することが求

められています。さらに、平成 27 年 2 月には「第三次東京都子供読書活動推進計画」が策定され、

不読率の更なる改善、読書の質の向上、読書環境の整備を目指すビジョンとして掲げられました。

その中には具体的な取り組みとして、区市町村立図書館にも都の目指すビジョンを実現できるよう

に行動することが求められています。 

 

 

4 第一次計画の成果と課題 

 町では、第一次計画がスタートした平成 22 年度から読書活動を推進するための環境整備に努めて

きました。平成 22 年 5 月から、殿ケ谷図書室の開館日を週 2 日から週 3 日に増やし、平成 23 年 4

月からは図書館の開館時間を 1 時間延長し、午前 9 時から午後 6 時までの開館にしました。平成 23

年 11 月には、長岡図書室が長岡コミュニティセンター内に移転し、広いスペースに書架、閲覧席に

ゆとりを持たせた図書室に生まれ変わり、ヤングアダルトコーナーを設置することができました。

また、開館時間も半日から、午前 9 時から午後 5 時までの開館としました。さらに、平成 26 年 4 月

からは図書館の祝日開館(月曜日を除く。)の試行を開始し、より図書館及び地域図書室の利用の拡

大を図ってきました。 

活動の推進に関する基本的な計画」(第二次基本計画）、平成25年5月に「子どもの読書活動の推進に

関する基本的な計画」(第三次基本計画）を策定しました。 

さらに、平成26年6月には学校図書館法の一部を改正する法律が成立し、専ら学校図書館の職務に

従事する職員が学校司書として位置付けられました（平成27年4月から施行）。 

このような諸情勢の変化を検証した上で、平成30年4月に「子供の読書活動の推進に関する基本的

な計画」（第四次基本計画）が前計画の変更計画として閣議決定されました。 

 

 

3 都のこれまでの動き 

東京都は平成 15 年 3 月に「東京都子ども読書活動推進計画」を策定し、国や都の計画を踏まえた

上で、市町村でも推進計画を策定することとしました。 

その後、平成 21 年 3 月に「第二次東京都子ども読書活動推進計画」を策定し、更なる子どもの読

書活動を推進するとともに、読書活動を推進していく際の指針が示されました。 

平成 23 年度からは公立学校を対象とした言語能力推進事業を開始し、平成 25 年 4 月には「東京

都教育ビジョン（第三次）」で読書の重要性について説いています。 

さらに、平成 27 年 2 月には「第三次東京都子供読書活動推進計画」を策定し、不読率の更なる改

善、読書の質の向上、読書環境の整備からなる基本方針と取組を示しました。 

 

 

 

 

 

4 第二次計画の成果と課題 

町では、第一次計画から子どもの読書環境の整備・充実を図るための取組を行ってきました。第二

次計画でもその目的は継続され、次のような新たな取組が始まりました。 

平成 27 年度から学校図書館司書との連絡会を定期的に開催し、連携を強めてきました。これによ

り、日常的な情報交換が活発になり、町図書館から各学校図書室への団体貸出が増加しました。 

また、乳幼児期の子どもの読書活動を支援するため、平成 27 年度から福祉課（平成 30 年度から子

育て応援課）で町内の幼稚園・保育園の図書購入を支援しています。併せて、瑞穂町図書館に平成

27年 9月にキッズコーナーを設置し、多くの親子連れに利用していただいています。 
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 第一次計画が平成 26 年度で終了するにあたり、この 5 か年の子ども読書活動推進に関する取組状

況とその成果について評価を行ない、図書館の利用状況や第一次計画の各項目の進捗状況を調査す

るため、平成 25年 12月に各関係機関へアンケートを実施しました。 

 

ボランティアセンターみずほ、小学校(5 校)、中学校(2 校)、幼稚園・保育園(10 園)、あすなろ児童

館、保健センター、子ども家庭支援センターひばり、子育てサークル(2団体) 合計 23団体 

 

今回、調査を依頼した23団体全てから回答をいただきました。 

 

（以下別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、子どもが自分の読書履歴を記録するツールとして町独自の読書手帳を作成しました。 

平成 30 年度からは東京都内の町村で初となる図書館を使った調べる学習コンクール（地域コンクー

ル）を開催し、子どもたちの「調べる力」を育むとともに、主体的に学ぼうとする意欲の形成を図

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

5 アンケートを踏まえた現状と課題 

第二次計画の終了にあたり、この 5 か年の子ども読書活動推進に関する取組状況とその成果につ

いて評価を行い、図書館の利用状況や第二次計画の各項目の進捗状況を調査するため、児童生徒及

び各関係機関へアンケートを実施しました。 

 

（１）小学校・中学校 

すべての小中学校で読書活動の推進が図られており、司書教諭や学校図書館司書を中心に、様々

な取組が実施されています。小学校では読み聞かせや本の紹介、読書記録が全校で行われているほ

か、ブックトークやビブリオバトルなど、各校で工夫を凝らした事業が展開されています。また、

中学校では図書委員が自主的に企画やイベントを実施し、生徒同士で啓発が行われている様子が見

られます。 

選書については、授業に必要な図書を揃えることはもちろん、児童生徒のリクエストに応えるた

め、コミュニケーションが活発に行われています。 

また、図書館を使った調べる学習コンクールへの参加や授業、学校行事に伴い、団体貸出冊数も

年々増加しています。 

自由意見では、子どもにもわかりやすく書かれた地域に関する資料の充実や、本の配送について

の意見が寄せられています。 

 

（２）幼稚園・保育園 
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5 瑞穂町における子ども読書の現状 

（以下別紙） 

 

 

 

 

全ての施設で読書活動の推進が図られており、読み聞かせや本の紹介、本の貸出などの取組が行

われています。また、町の読み聞かせ推進事業を利用した蔵書の充実や回覧により、様々な絵本に

触れる機会が作られています。 

一方、団体貸出やリサイクル図書の活用は減少傾向にあるため、さらなる周知と利用しやすい環

境整備が課題です。 

 

（３）児童館・学童クラブ 

放課後の子どもたちの居場所としての役割を担う児童館や学童クラブでも、読み聞かせ事業は活

発に行われています。地域図書室の近くにある施設では団体貸出も行われていますが、利用が少な

い施設もあります。リサイクル図書の利活用も多くないため、積極的な働きかけが課題です。 

 

（４）保健センター 

ブックスタート事業が推進され、リサイクル図書も利用されています。ブックスタートの意義に

ついての更なる周知が課題です。 

 

（５）子ども家庭支援センターひばり 

ボランティアと連携した乳幼児向けの読み聞かせが活発に行われています。また、図書館のリサ

イクル図書の配布も好評だったため、今後も継続が望まれます。 

 

（６）地域 

ボランティアセンターや子育てサークルで読書活動の推進が図られています。ボランティアセン

ターでは情報提供や読み聞かせに係るコーディネーターとしての役割も果たしています。また、子

育てサークルでは遊びの中に読み聞かせを取り入れ、本に親しむ環境が整備されています。 

 

（７）児童・生徒 

本を読むことが好きな子どもは、小学生では微増しましたが、中学生では減少しています。ま

た、読み聞かせや家で本をよく読む子どもの割合も減少しているため、継続的な読書習慣の形成が

課題です。また、図書館を利用している子どもの割合も、小・中学生ともに減少しています。図書

館を改修する際は、小・中学生が行きたくなるような場所にするための検討が必要です。 

平成 30 年度全国学力・学習状況調査の結果によると、社会や地域と学校の連携・協働に取り組む
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第2章 第二次計画の基本的な考え方 

 

1 計画の目的 

この計画は、子どもが自主的に読書活動ができるように、読書環境の整備・充実を図るために策

定されるものです。子どもの読書活動に対する理解を促進し、家庭・学校・地域・その他の関連す

る機関が果たす役割を示すとともに、町が実践していく施策の方向性を明らかにしていくためのも

のです。 

 

2 計画の基本方針 

この計画は、法律に基づき国が策定した「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」及び

「東京都子ども読書活動推進計画」をもとに、瑞穂町の子どもの読書活動の現状を踏まえ、子ども

の読書環境や関連する子ども読書事業等の整備・充実のために策定します。また、瑞穂町長期総合

計画、瑞穂町生涯学習推進計画との整合性も図っていきます。 

 

3 計画の目標 

(1) 子どもの読書環境の整備・充実 

0歳から18歳までの子どもの読書活動を推進し、より多くの子どもたちが自発的に本を手にし、読

書に親しむことができるように、また、子どもの発育段階によって、人間形成に必要な本に出合え

るように、様々な場所において子どもの読書環境のさらなる整備・充実を目指します。 

 

(2) 子ども読書活動に関する理解の促進 

「子どもの読書」が、子どもの知的な発達・興味・関心等への影響が大きいものとして、保護者

や教員など子どもを取り巻く大人の理解と関心を深めるために関係機関と連携し、普及・啓発事業

を積極的に行っていきます。 

 

(3) 家庭・学校・地域の連携 

ことによって、学校の教育水準の向上に効果があることが指摘されています。子ども読書活動推進

計画は、家庭・学校・地域等が連携して子どもの読書環境を整備・充実させることを目的としてい

るため、各事業をさらに推進していく必要があります。 

 

第2章 第三次計画の基本的な考え方 

 

1 計画の目的 

この計画は、子どもが自主的に読書活動を行うことができるように、読書環境の整備・充実を図

るため、子どもの読書活動に対する理解を促進し、家庭・学校・地域・その他の関連する機関が果

たす役割を示すとともに、町が実践していく施策の方向性を明らかにしていくことを目的としま

す。 

 

2 計画の基本方針 

この計画は、法律に基づき国が策定した「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」及び

「東京都子供読書活動推進計画」をもとに、瑞穂町の子どもの読書活動の現状を踏まえ、子どもの

読書環境や関連する子ども読書事業等の整備・充実のために策定します。また、瑞穂町長期総合計

画、瑞穂町生涯学習推進計画との整合性も図っていきます。 

 

3 計画の目標 

(1) 子どもの読書環境の整備・充実 

0歳から18歳までの子どもの読書活動を推進し、より多くの子どもたちが自発的に本を手にし、読

書に親しむことができるように、また、子どもの発育段階によって、人間形成に必要な本に出合え

るように、様々な場所において子どもの読書環境のさらなる整備・充実を目指します。 

 

(2) 子ども読書活動に関する理解の促進 

「子どもの読書」が、子どもの知的な発達・興味・関心等への影響が大きいものとして、保護者

や教員など子どもを取り巻く大人の理解と関心を深めるために関係機関と連携し、普及・啓発事業

を積極的に行っていきます。 

 

(3) 家庭・学校・地域の連携 
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 図書館を中心に、学校・保育園・幼稚園などの関係機関をはじめ、行政の関係部局と連携し、読

書ボランティアなどの地域住民や保護者が相互協力できる体制を整備し、地域社会全体の取り組み

として子どもの読書活動を推進していきます。 

 

4 計画の期間と対象 

(1) 計画の期間 

平成27年度から31年度までの5年間  

 

(2) 計画の対象 

① おおむね18歳以下の子ども及びその家族 

② 子どもの読書活動に携わる町内の関係機関・施設及び地域住民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図書館を中心に、学校・保育園・幼稚園などの関係機関をはじめ、行政の関係部局と連携し、読

書ボランティアなどの地域住民や保護者が相互協力できる体制を整備し、地域社会全体の取組とし

て子どもの読書活動を推進していきます。 

 

4 計画の期間と対象 

(1) 計画の期間 

令和2年度から6年度までの5年間  

 

(2) 計画の対象 

① おおむね18歳以下の子ども及びその家族 

② 子どもの読書活動に携わる町内の関係機関・施設及び地域住民 
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第3章 瑞穂町における子ども読書活動推進の取組み 

 

1 家庭 

(1) 家庭の役割 

家庭においては、「子どもの読書活動推進に関する法律」第 6 条で、「父母その他の保護者は子ど

もの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする」と規定され

ており、子どもと最も身近に接する大人として保護者が子どもの読書に積極的に係わっていくこと

が記されています。 

 このため、家庭においては、読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読んだり、図書館に出向

いたりするなど、工夫して子どもが読書に親しむきっかけをつくることが重要です。 

 これらの役割を果たす取り組みとして次のようなことが、期待されます。 

 

(2) 家庭の取組み 

① 乳・幼児期の子どもたちに進んで絵本・紙芝居の読み聞かせをしたり、童謡を歌ったりするな

ど、読書への興味をもたせます。 

 

② 保護者自身が読書に親しむことにより、子どもたちに読書への関心を引き出し、家庭内で積極

的に共通の読書の時間を作る工夫をするなど、読書環境を整えます。 

 

③ 子どもが興味・関心をもつような本を家庭の蔵書として置きます。 

 

④ 子どもと一緒に図書館や書店などを利用し、本のある空間に親しみを持たせます。 

 

⑤ 図書館・児童館・子ども家庭支援センターで行なわれている「おはなしの会」などに積極的に

参加します。 

 

2 学校 

(1) 学校の役割 

学校においては、各学年の段階に応じて、子どもが読書に親しむ習慣を形成することが大切で

す。学校図書館を計画的に利用し、子どもの主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実させるこ

第3章 瑞穂町における子ども読書活動推進の取組 

 

1 家庭 

(1) 家庭の役割 

家庭においては、「子どもの読書活動推進に関する法律」第 6 条で、「父母その他の保護者は、子

どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする」と規定さ

れており、子どもと最も身近に接する大人として保護者が子どもの読書に積極的に係わっていくこ

とが記されています。 

 このため、家庭においては、読み聞かせをしたり、子どもと一緒に本を読んだり、図書館に出向

いたりするなど、工夫して子どもが読書に親しむきっかけをつくることが重要です。 

 これらの役割を果たす取組として次のようなことが、期待されます。 

 

(2) 家庭の取組 

① 乳幼児期の子どもたちに進んで絵本・紙芝居の読み聞かせをしたり、童謡を歌ったりするな

ど、読書への興味をもたせます。 

 

② 保護者自身が読書に親しむことにより、子どもたちに読書への関心を引き出し、家庭内で積極

的に共通の読書の時間を作る工夫をするなど、読書環境を整えます。 

 

③ 子どもが興味・関心をもつような本を家庭の蔵書として置きます。 

 

④ 子どもと一緒に図書館や書店などを利用し、本のある空間に親しみを持たせます。 

 

⑤ 図書館・児童館・子ども家庭支援センターで行なわれている「おはなしの会」などに積極的に

参加します。 

 

2 学校 

(1) 学校の役割 

学校においては、各学年の段階に応じて、子どもが読書に親しむ習慣を形成することが大切で

す。学校図書室を計画的に利用し、子どもの主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実させるこ
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とが必要です。 

 子どもが読書を通して自分の考え方を深めたり、新しい世界を知る手助けになるような指導をす

る必要があります。また、授業に図書を取り入れ、朝の学習時間を利用した「読み聞かせ」などを

契機に、読書の楽しさを子どもたちに植え付けることも大切になっています。そのためには、子ど

もの読書活動の環境整備の一環として、各小・中学校の近くに町の図書館が整備されていることが

重要です。読み物は主に町の図書館、調べ学習や教材として授業で使う本を備えるのは学校図書館

の役割です。 

 学校の役割を果たす取り組みとして、次のようなことが期待されます。 

 

(2) 学校の取組み 

現在、小･中学校に司書教諭や学校図書館司書が配置され、子どもたちの読書活動の一翼を担って

います。図書館とも連携しながら、子どもの読書活動を推進するために、大きな役割を担う学校に

は、環境整備、人的整備、指導の工夫などの視点から次のことが求められます。 

 

① 児童・生徒の成長・発達と興味に応じた蔵書の充実を図ります。 

 

② 司書教諭と学校図書館司書を中心に、各担任と連携を図り、学校の特性を生かした活動を推進

していきます。 

 

③ 児童・生徒への推薦図書リストの配布や、教師や子どもによるおすすめ本を紹介する機会を作

り、読書の楽しさを啓発します。その手法として、ビブリオバトル(本の魅力を紹介し合い、一番

読みたいと思った本を決めるゲーム)等の導入を研究します。 

 

④ 保護者・ボランティア・図書館の協力を得て、「読み聞かせ」等を行ないます。 

 

⑤ 障がいのある児童・生徒の障がいの特性、生活経験等を考慮した適切な図書を選定するととも

に、ボランティアや教諭による「読み聞かせ」など工夫した読書活動を充実させます。 

 

⑥ 読書計画を教育課程に位置づけ、意図的・計画的に読書の時間を設け、子どもが読書の楽しさ

や良さを味わえるような指導の工夫や取組みを充実させ、読書の領域を広げていきます。 

とが必要です。 

 子どもが読書を通して自分の考え方を深めたり、新しい世界を知る手助けになるような指導をす

る必要があります。また、授業に図書を取り入れ、朝の学習時間を利用した「読み聞かせ」などを

契機に、読書の楽しさを子どもたちに植え付けることも大切になっています。そのためには、子ど

もの読書活動の環境整備の一環として、各小・中学校の近くに町の図書館が整備されていることが

重要です。（削除） 

 学校の役割を果たす取組として、次のようなことが期待されます。 

 

 

(2) 学校の取組 

現在、小･中学校に司書教諭や学校図書館司書が配置され、子どもたちの読書活動の一翼を担って

います。図書館とも連携しながら、子どもの読書活動を推進するために、大きな役割を担う学校に

は、環境整備、人的整備、指導の工夫などの視点から次のことが求められます。 

 

① 児童・生徒の成長・発達と興味に応じた蔵書の充実を図ります。 

 

② 司書教諭と学校図書館司書を中心に、各担任と連携を図り、学校の特性を生かした活動を推進

していきます。 

 

③ 児童・生徒への推薦図書リストの配布や、教師や子どもによるおすすめ本を紹介する機会を作

り、読書の楽しさを啓発します。その手法として、ビブリオバトル(本の魅力を紹介し合い、一番

読みたいと思った本を決めるゲーム)等の導入を研究します。 

 

④ 保護者・ボランティア・図書館の協力を得て、「読み聞かせ」等を行います。 

 

⑤ 障がいのある児童・生徒の障がいの特性、生活経験等を考慮した適切な図書を選定するととも

に、ボランティアや教諭による「読み聞かせ」など工夫した読書活動を充実させます。 

 

⑥ 読書計画を教育課程に位置づけ、意図的・計画的に読書の時間を設け、子どもが読書の楽しさ

や良さを味わえるような指導の工夫や取組を充実させ、読書の領域を広げていきます。 
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⑦ 子どもたちに読書習慣を身に付けさせるため、全校一斉の読書活動(朝読書・読書週間・読書月

間など)を設定するなど、読書時間を確保します。 

  また、読書の記録簿の活用を推進していきます。 

 

⑧ 学校においては各教科・特別活動・総合的な学習の時間などにおいて、学校図書館を積極的・

計画的に利用し、子どもの主体的・意欲的な読書活動や学習活動を充実させます。また、読み聞

かせ等のボランティア派遣を積極的にすすめます。 

 

 

3 図書館 

(1) 図書館の役割 

 図書館は読書活動と資料に関する専門的機関として、子どもの読書活動の事業を積極的に展開す

る必要があります。また、地域の中で子どもたちが気軽に立ち寄り、読書や調べもの、疑問の解決

ができるように子どもの生活に根ざした魅力的な場所を目指します。子どもと本のかけがえのない

出会いを応援するため、子どもの読書週間や秋の読書週間に良書案内のポスターなどで本を紹介す

るとともに、選書に力を注ぎ、子どもの読書活動を促進する効果的な本を揃えて、読書を楽しむき

っかけをつかむことができる事業を実施します。 

また、各小学校区に整備されている図書館、地域図書室と学校や子どもの読書に関わるすべての

団体との連携を充実していきます。 

子ども時代は、読書活動を通して、本に対する興味を養い、読書習慣を身に付ける大切な時期で

す。図書館では、子どもの読書活動を推進するため読書環境の整備を始め、次のような取り組みを

実施し、支援していきます。 

 

(2) 図書館の取り組み 

① 子ども個人の興味や関心・発達段階に合わせた選書を行ない、蔵書の充実を図ります。 

 

② 図書館及び地域図書室における「おはなしの会」の内容を充実させ、手法の研究をし、ボラン

ティアの協力を得ながら、より多くの方に参加してもらえるような事業を目指します。 

 

③ 学校における「読み聞かせ」の支援や学校への団体貸出など、学校との連携を充実させます。 

⑦ 子どもたちに読書習慣を身に付けさせるため、全校一斉の読書活動(朝読書・読書週間・読書月

間など)を設定するなど、読書時間を確保します。 

  また、読書の記録簿の活用を推進していきます。 

 

⑧ 学校においては各教科・特別活動・総合的な学習の時間などにおいて、学校図書館を積極的・

計画的に利用し、子どもの主体的・意欲的な読書活動や学習活動を充実させます。また、読み聞

かせ等のボランティア派遣を積極的にすすめます。 

 

 

3 図書館 

(1) 図書館の役割 

 図書館は読書活動と資料に関する専門的機関として、子どもの読書活動の事業を積極的に展開す

る必要があります。また、地域の中で子どもたちが気軽に立ち寄り、読書や調べもの、疑問の解決

ができるように、子どもの生活に根ざした魅力的な場所を目指します。子どもと本のかけがえのな

い出合いを応援するため、子どもの読書週間や秋の読書週間に良書案内のポスターなどで本を紹介

するとともに、選書に力を注ぎ、子どもの読書活動を促進する効果的な本を揃えて、読書を楽しむ

きっかけをつかむことができる事業を実施します。 

また、各小学校区に整備されている図書館、地域図書室と学校や子どもの読書に関わるすべての

団体との連携を充実していきます。 

子ども時代は、読書活動を通して、本に対する興味を養い、読書習慣を身に付ける大切な時期で

す。図書館では、子どもの読書活動を推進するため読書環境の整備を始め、次のような取組を実施

し、支援していきます。 

 

(2) 図書館の取組 

① 子ども個人の興味や関心・発達段階に合わせた選書を行い、蔵書の充実を図ります。 

 

② 図書館及び地域図書室における「おはなしの会」の内容を充実させ、手法の研究をし、ボラン

ティアの協力を得ながら、より多くの方に参加してもらえるような事業を目指します。 

 

③ 学校における「読み聞かせ」の支援や学校への団体貸出など、学校との連携を充実させます。 
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④ 保健センターにおける育児相談時に実施している就学前の子どもを対象とした「読み聞かせ」

では、子どもたちの発達に応じた選書に力を入れます。 

また、保護者が子育てを楽しめるような、絵本を選書・紹介していきます。 

0 歳児でも図書館を利用でき、絵本が親子のコミュニケーションのツールになることを啓発し

ていきます。 

 

⑤ 保健センターで図書館を紹介するツールの随時見直しと効果的な配布方法を検討します。 

 

 

 

⑥ 春の「子どもの読書週間」と秋の「読書週間」に、ホームページも活用しながら小学生・中学

生向けの良書案内を行ない、選書を充実させます。 

 

⑦ ヤングアダルト（おおむね小学校高学年から高校生）向けの蔵書を積極的に収集し、子どもた

ちへ読書の楽しさを啓発します。 

 

⑧ 読書講演会のほか、子どもの読書に係わる大人向けの事業の企画を行ないます。 

 

⑨ 調べ学習について、資料の充実とともに、職員が調べ学習の方法を研究し、より多くの子ども

たちの疑問が解消できるように努めます。 

 

 

 

 

⑩ 図書館の利用をさらに促進するため、子ども・保護者に対する広報及び相談活動を充実してい

きます。 

 

⑪ 障がいのある子どもに対するサービスとして、点字資料、さわる絵本、大活字本、CD、手話や

字幕入りの DVDを整備します。 

 

④ 保健センターにおける育児相談時に実施している就学前の子どもを対象とした「読み聞かせ」

では、子どもたちの発達に応じた選書に力を入れます。また、保護者が子育てを楽しめるような

絵本を選書・紹介し、0 歳児でも図書館を利用でき、絵本が親子のコミュニケーションのツールに

なることを啓発していきます。 

 

 

⑤ 保健センターで図書館を紹介するツールの随時見直しと効果的な配布方法を検討します。 

 

⑥ 乳幼児向けの読書手帳「本の思い出」の効果的な活用方法を検討します。 

 

⑦ 春の子どもの読書週間と秋の読書週間に、ホームページも活用しながら小学生・中学生向けの

良書案内を行い、選書を充実させます。 

 

⑧ ヤングアダルト（おおむね小学校高学年から高校生）向けの蔵書を積極的に収集し、子どもた

ちへ読書の楽しさを啓発します。 

 

⑨ 読書講演会のほか、子どもの読書に係わる大人向けの事業の企画を行います。 

 

⑩ 調べ学習について、資料の充実とともに、職員が調べ学習の方法を研究し、より多くの子ども

たちの疑問が解消できるように努めます。 

 

⑪ 図書館を使った調べる学習コンクールを継続し、興味を持ったことに対し、自ら調べ、まと

め、発表することを通して、課題解決力を育成します。 

 

⑫ 図書館の利用をさらに促進するため、子ども・保護者に対する広報及び相談活動を充実してい

きます。 

 

⑬ 障がいのある子どもに対するサービスとして、点字資料、さわる絵本をはじめとしたバリアフ

リー資料を整備します。 
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⑫ 子ども向けホームページの作成に向けて研究します。 

 

⑬ 職場体験やボランティアなど、子どもが図書館を見学、体験する機会をさらに拡充していきま

す。 

 

⑭ 地域の読書活動に関わる情報拠点としての機能を充実していきます。 

 

⑮ 読書への意欲を高め、読書に親しめる方策として、読書手帳を活用します。 

 

⑯ 図書館のリサイクル図書の再活用は、保育園、幼稚園、小・中学校等を優先して行ないます。 

 

⑰ 図書館のお薦めコーナーを充実させ、読書喚起します。 

 

⑱ 子どもの利用を促進するためのスペースを確保します。 

 

⑲ 郷土資料館として使用していた 3 階の活用を含め、施設内の設備を再配置し、利用しやすい図

書館を推進します。 

 

 

 

 

⑳ 地域資料をデジタル化し、子どもから大人まで誰もが閲覧できる環境を提供することで、地域

を愛する機運の醸成に繋げます。 

 

○21  外国語を母語とする子どもの読書活動を支援するため、英語資料を中心に、地域の実情に合わ

せた外国語資料を収集します。また、地域資料のデジタル化の際に、英訳したものも掲載し、地

域学習に役立つようにします。 

 

○22   平成 32 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を踏まえ、子どもがオリンピックの歴史

や意義等に興味・関心を持ち、知識を得られるように配慮して選書を行ないます。 

⑭ 子ども向けホームページの作成に向けて研究します。 

 

⑮ 生活科見学や職場体験などを積極的に受け入れ、子どもが図書館を見学、体験する機会をさら

に拡充していきます。 

 

⑯ 地域の読書活動に関わる情報拠点としての機能を充実していきます。 

 

⑰ 読書への意欲を高め、読書に親しめる方策として、読書手帳を活用します。 

 

⑱ 図書館のリサイクル図書の再活用は、保育園、幼稚園、小・中学校等を優先して行ないます。 

 

⑲ 図書館のお薦めコーナーを充実させ、読書喚起します。 

 

⑳ 子どもの利用を促進するためのスペースを確保します。 

 

 

 

 

㉑ 瑞穂町図書館は大規模改修を控えているため、乳幼児期から高校生までの子どもが気軽に本に

親しめるような空間を確保します。 

 

㉒ デジタル化した地域資料の効果的な活用手法を検討し、地域を愛する機運の醸成に繋げます。 

 

 

㉓ 外国語を母語とする子どもの読書活動を支援するため、英語資料を中心に、地域の実情に合わ

せた外国語資料を収集します。（削除） 

 

 

㉔  令和 2 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を踏まえ、子どもがオリンピックの歴史や

意義等に興味・関心を持ち、知識を得られるように配慮して選書を行います。 
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4 関連する機関 

 

(1) 幼稚園・保育園の役割と取り組み 

幼稚園・保育園においては、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、乳幼児が絵本や物語

に親しむ活動を行っています。 

 このため、発達段階に適した(適時性)絵本が充分に揃っていることが重要になってきます。 

 本と子どもを結び付けるために、次のような取り組みが期待されます。 

 

① 保護者に対して読書への理解を深めるため、「園便
えんだよ

り」などを通して読み聞かせの啓発に努めま

す。 

 

② 図書館のリサイクル図書の有効活用を積極的に行ない、読書環境の整備に努めます。 

 

③ 図書館からの「幼児向け良書案内」を活用するなど、図書館と連携を充実していきます。 

 

(2) 児童館・学童クラブの役割と取り組み 

 児童館は 0 歳から 18 歳までの子どもたちが様々な経験をするために集う場所です。職員やスタッ

フ、ボランティアによる読み聞かせが日常的に行なわれています。 

また、図書室もあり、子どもたちが読書に親しむ場になっています。幼児向け事業では、幼児と

保護者を対象におはなしを楽しむ事業を行っています。 

 児童館においては次のような取り組みが期待されます。 

 

① 幼児と保護者向けの事業を引き続き行う中で、読み聞かせを充実させます。 

 

② 図書館のリサイクル図書の有効活用を積極的に行ない、読書環境の整備に努めます。 

 

(3) 保健センターの役割と取り組み 

 

 保健センターでは、子どもとその保護者に対して子どもの心身の健やかな発達を促し、より良い

安定した親子関係を築けるように、母子保健に関する事業を実施する中で、絵本に接する機会を提

4 関連する機関 

 

(1) 幼稚園・保育園の役割と取組 

幼稚園・保育園においては、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、乳幼児が絵本や物語

に親しむ活動を行っています。 

 このため、発達段階に適した(適時性)絵本が充分に揃っていることが重要になってきます。 

 本と子どもを結び付けるために、次のような取組が期待されます。 

 

① 保護者に対して読書への理解を深めるため、「園便り」などを通して読み聞かせの啓発に努めま

す。 

 

② 図書館のリサイクル図書の有効活用を積極的に行ない、読書環境の整備に努めます。 

 

③ 図書館からの「幼児向け良書案内」を活用するなど、図書館と連携を充実していきます。 

 

(2) 児童館・学童クラブの役割と取組 

 児童館は 0 歳から 18 歳までの子どもたちが様々な経験をするために集う場所です。職員やスタッ

フ、ボランティアによる読み聞かせが日常的に行なわれています。 

また、図書室もあり、子どもたちが読書に親しむ場になっています。幼児向け事業では、幼児と

保護者を対象におはなしを楽しむ事業を行っています。 

 児童館においては次のような取組が期待されます。 

 

① 幼児と保護者向けの事業を引き続き行う中で、読み聞かせを充実させます。 

 

② 図書館のリサイクル図書の有効活用を積極的に行ない、読書環境の整備に努めます。 

 

(3) 保健センターの役割と取組 

 

 保健センターでは、子どもとその保護者に対して子どもの心身の健やかな発達を促し、より良い

安定した親子関係を築けるように、母子保健に関する事業を実施する中で、絵本に接する機会を提
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供し、次のような取組みを推進していきます。 

 

① 乳児(3～4 か月)健診時に来所したすべての乳児を対象に絵本を配布し、読み聞かせのデモンス

トレーションを実施するなど、ブックスタート事業を推進します。 

 

 

② 図書館と連携して、リサイクル図書を活用し本を備え、ブックスタートのパンフレットを配布

したり、健康・育児・栄養相談時に、図書館職員が読み聞かせを行うなどの事業を実施していき

ます。 

 

(4) 子ども家庭支援センターひばりの役割と取り組み 

 子ども家庭支援センターひばりは、子育てを総合的に支援する拠点として、乳幼児から 18 歳まで

の子どもに関する相談業務や、保護者や子ども同士の交流を行っています。その中で、指導員によ

る読み聞かせや、ボランティアによるお話し会を行っています。今後、次のような取り組みが期待

されます。 

 

① 指導員やボランティアによる読み聞かせ事業を実施していきます。 

 

② 図書館のリサイクル図書を活用し、図書コーナーを充実させます。 

 

(5) ボランティアセンターみずほの役割と取り組み 

 ボランティアセンターみずほには、多くの団体が登録され、積極的に活動しています。これらの

活動を有効に活用していくために、次のことが期待されます。 

 

① 地域の育児サークルなどが行っている「読み聞かせ」などの活動への参加を促進します。 

 

② 育児サークルやその活動内容の情報を提供します。 

 

(6) 地域における子育てサークルの役割と取り組み 

 

供し、次のような取組を推進していきます。 

 

①  乳児(3～4 か月)健診時に来所したすべての乳児を対象に絵本を配布し、読み聞かせのデモンス

トレーションを実施するなど、ブックスタート事業を推進します。同時に、乳幼児向けの読書手

帳「本の思い出」を配布します。 

 

② 図書館と連携して、リサイクル図書を活用し本を備え、ブックスタートのパンフレットを配布

したり、健康・育児・栄養相談時に、図書館職員が読み聞かせを行うなどの事業を実施していき

ます。 

 

(4) 子ども家庭支援センターひばりの役割と取組 

 子ども家庭支援センターひばりは、子育てを総合的に支援する拠点として、乳幼児から 18 歳まで

の子どもに関する相談業務や、保護者や子ども同士の交流を行っています。その中で、指導員によ

る読み聞かせや、ボランティアによるお話し会を行っています。今後、次のような取組が期待され

ます。 

 

① 指導員やボランティアによる読み聞かせ事業を実施していきます。 

 

② 図書館のリサイクル図書を活用し、図書コーナーを充実させます。 

 

(5) ボランティアセンターみずほの役割と取組 

 ボランティアセンターみずほには、多くの団体が登録され、積極的に活動しています。これらの

活動を有効に活用していくために、次のことが期待されます。 

 

① 地域の育児サークルなどが行っている「読み聞かせ」などの活動への参加を促進します。 

 

② 育児サークルやその活動内容の情報を提供します。 

 

(6) 地域における子育てサークルの役割と取組 
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 子育てサークルは、子ども(特に幼稚園・保育園入園前)と保護者に対して、季節行事や体操、工

作、遠足などの子どもの成長を見守る事業を行っています。その中でも特にお話のもつ楽しさを知

って欲しいと、絵本の読み聞かせを中心に行っているサークルもあります。今後、次のような取り

組みが期待されます。 

 

① 子どもたちの興味をお話に向けさせるように読み聞かせを積極的に取り入れた活動をします。 

 

② 図書館から読み聞かせに適した本等の団体貸出の利用を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子育てサークルは、子ども(特に幼稚園・保育園入園前)と保護者に対して、季節行事や体操、工

作、遠足などの子どもの成長を見守る事業を行っています。その中でも特にお話のもつ楽しさを知

って欲しいと、絵本の読み聞かせを中心に行っているサークルもあります。今後、次のような取組

が期待されます。 

 

① 子どもたちの興味をお話に向けさせるように読み聞かせを積極的に取り入れた活動をします。 

 

②  図書館から読み聞かせに適した本等の団体貸出の利用を促進します。 
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第 4章 計画の推進 

 

1 推進体制 

 この計画を推進するには、家庭、学校、地域が一体となった取り組みを行うことが重要です。図

書館が中心となって、関係機関、団体等との連携・協力関係を更に強化し、具体的な方策を推進す

る体制の整備に努めていきます。 

 

2 進捗状況の点検 

 この計画の推進にあたり、図書館協議会委員の意見を聞き進捗状況を点検するとともに、その結

果を踏まえ関連する機関と調整していきます。 

そのために、町内の小学校・中学校における児童・生徒の読書活動の取り組み状況について調査

します。 

 

おわりに 

 未来を担う子どもたちが、心豊かに成長するためには、読書環境の整備を図ることが重要です。 

 また、子どもの読書活動は、子どもだけの読書活動を推進することにとどまることなく、全ての

人の読書活動を推進します。 

1 冊の本が会話やコミュニケーションのツールとして役立ち、読書活動の更なる推進が図られると

ともに、成果が自己実現や地域に反映されるよう、各事業を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4章 計画の推進 

 

1 推進体制 

 この計画を推進するには、家庭、学校、地域が一体となった取組を行うことが重要です。図書館

が中心となって、関係機関、団体等との連携・協力関係を更に強化し、具体的な方策を推進する体

制の整備に努めていきます。 

 

2 進捗状況の点検 

 この計画の推進にあたり、図書館協議会委員の意見を聞き進捗状況を点検するとともに、その結

果を踏まえ関連する機関と調整していきます。 

そのために、町内の小学校・中学校における児童・生徒の読書活動の取組状況について調査しま

す。 

 

おわりに 

 未来を担う子どもたちが心豊かに成長するためには、読書環境の整備を図ることが重要です。 

 また、子どもの読書活動は、子どもだけの読書活動を推進することにとどまることなく、全ての

人の読書活動を推進します。 

1 冊の本が会話やコミュニケーションのツールとして役立ち、読書活動の更なる推進が図られると

ともに、成果が自己実現や地域に反映されるよう、各事業を実施していきます。 
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第二次計画一覧 

 

1 学校における読書活動の推進   

事業名 取組内容 方向性 

資料の収集 
児童・生徒の成長・発達と興味に応じた蔵書の充実

を図ります。 
継続 

啓発事業 

司書教諭と学校図書館司書を中心に、各担任と連携

を図り、学校の特性を生かした活動を推進していきま

す。 

継続 

啓発事業 

児童・生徒への推薦図書リストの配布や、教師や子

どもによるおすすめ本を紹介する機会を作り、読書の

楽しさを啓発します。その手法として、ビブリオバト

ル(本の魅力を紹介し合い、一番読みたいと思った本を

決めるゲーム)等の導入を研究します。 

継続 

読み聞かせ 
保護者・ボランティア・図書館の協力を得て、「読

み聞かせ」等を行ないます。 
継続 

障がい児 

障がいのある児童・生徒の障がいの特性、生活経験

等を考慮した適切な図書を選定するとともに、ボラン

ティアや教諭による「読み聞かせ」など工夫した読書

活動を充実させます。 

継続 

読書計画 

読書計画を教育課程に位置づけ、意図的・計画的に

読書の時間を設け、子どもが読書の楽しさや良さを味

わえるような指導の工夫や取組みを充実させ、読書の

領域を広げていきます。 

継続 

読書活動 

子どもたちに読書習慣を身に付けさせるため、全校

一斉の読書活動(朝読書・読書週間・読書月間など)を

設定するなど、読書時間を確保します。 

また、読書の記録簿の活用を推進していきます。 

継続 

読書活動 
学校においては各教科・特別活動・総合的な学習の

時間などにおいて、学校図書館を積極的・計画的に利
継続 

第三次計画一覧 

 

1 学校における読書活動の推進   

事業名 取組内容 方向性 

資料の収集 
児童・生徒の成長・発達と興味に応じた蔵書の充実を

図ります。 
継続 

啓発事業 

司書教諭と学校図書館司書を中心に、各担任と連携を

図り、学校の特性を生かした活動を推進していきます

。 

継続 

啓発事業 

児童・生徒への推薦図書リストの配布や、教師や子ど

もによるおすすめ本を紹介する機会を作り、読書の楽

しさを啓発します。その手法として、ビブリオバトル(

本の魅力を紹介し合い、一番読みたいと思った本を決

めるゲーム)等の導入を研究します。 

継続 

読み聞かせ 
保護者・ボランティア・図書館の協力を得て、「読み

聞かせ」等を行います。 
継続 

障がい児 

障がいのある児童・生徒の障がいの特性、生活経験等

を考慮した適切な図書を選定するとともに、ボランテ

ィアや教諭による「読み聞かせ」など工夫した読書活

動を充実させます。 

継続 

読書計画 

読書計画を教育課程に位置づけ、意図的・計画的に読

書の時間を設け、子どもが読書の楽しさや良さを味わ

えるような指導の工夫や取組みを充実させ、読書の領

域を広げていきます。 

継続 

読書活動 

子どもたちに読書習慣を身に付けさせるため、全校一

斉の読書活動(朝読書・読書週間・読書月間など)を設

定するなど、読書時間を確保します。 

また、読書の記録簿の活用を推進していきます。 

継続 

読書活動 
学校においては各教科・特別活動・総合的な学習の時

間などにおいて、学校図書館を積極的・計画的に利用
継続 
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用し、子どもの主体的・意欲的な読書活動や学習活動

を充実させます。また、読み聞かせ等のボランティア

派遣を積極的にすすめます。 

 

2 図書館における読書活動の推進 
 

事業名 取組内容 方向性 

蔵書の充実 
子ども個人の興味や関心・発達段階に合わせた選

書を行ない、蔵書の充実を図ります。 
継続 

おはなしの会 

図書館及び地域図書室における「おはなしの会」

の内容を充実させ、手法の研究をし、ボランティア

の協力を得ながら、より多くの方に参加してもらえ

るような事業を目指します。 

継続 

学校との連携 
学校における「読み聞かせ」の支援や学校への団

体貸出など、学校との連携を充実させます。 
継続 

他機関との連携 

保健センターにおける育児相談時に実施している

就学前の子どもを対象とした「読み聞かせ」では、

子どもたちの発達に応じた選書に力を入れます。 

また、保護者が子育てを楽しめるような、絵本を

選書・紹介していきます。 

0歳児でも図書館を利用でき、絵本が親子のコミ

ュニケーションのツールになることを啓発していき

ます。 

継続 

啓発事業 
保健センターで図書館を紹介するツールの随時見

直しと効果的な配布方法を検討します。 
継続 

 
 

 
 

良書案内 

春の「子どもの読書週間」と秋の「読書週間」に

、ホームページも活用しながら小学生・中学生向け

の良書案内を行ない、選書を充実させます。 

継続 

し、子どもの主体的・意欲的な読書活動や学習活動を

充実させます。また、読み聞かせ等のボランティア派

遣を積極的にすすめます。 

 

2 図書館における読書活動の推進 
 

事業名 取組内容 方向性 

蔵書の充実 
子ども個人の興味や関心・発達段階に合わせた選書

を行い、蔵書の充実を図ります。 
継続 

おはなしの会 

図書館及び地域図書室における「おはなしの会」の

内容を充実させ、手法の研究をし、ボランティアの

協力を得ながら、より多くの方に参加してもらえる

ような事業を目指します。 

継続 

学校との連携 
学校における「読み聞かせ」の支援や学校への団体

貸出など、学校との連携を充実させます。 
継続 

他機関との連携 

保健センターにおける育児相談時に実施している就

学前の子どもを対象とした「読み聞かせ」では、子

どもたちの発達に応じた選書に力を入れます。 

また、保護者が子育てを楽しめるような絵本を選書

・紹介し、0歳児でも図書館を利用でき、絵本が親

子のコミュニケーションのツールになることを啓発

していきます。 

 

継続 

啓発事業 
保健センターで図書館を紹介するツールの随時見直

しと効果的な配布方法を検討します。 
継続 

啓発事業 
乳幼児向けの読書手帳「本の思い出」の効果的な活

用方法を検討します。 
新規 

良書案内 

春の子どもの読書週間と秋の読書週間に、ホームペ

ージも活用しながら小学生・中学生向けの良書案内

を行い、選書を充実させます。 

継続 
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ヤングアダルト 

ヤングアダルト（おおむね小学校高学年から高校

生）向けの蔵書を積極的に収集し、子どもたちへ読

書の楽しさを啓発します。 

継続 

読書講演会 
読書講演会のほか、子どもの読書に係わる大人向

けの事業の企画を行ないます。 
継続 

レファレンス 

調べ学習について、資料の充実とともに、職員が

調べ学習の方法を研究し、より多くの子どもたちの

疑問が解消できるように努めます。 

継続 

 

 

 

 

 

広報活動 

図書館の利用をさらに促進するため、子ども・保

護者に対する広報及び相談活動を充実していきます

。 

継続 

障がい児 

障がいのある子どもに対するサービスとして、点

字資料、さわる絵本、大活字本、CD、手話や字幕入

りのDVDを整備します。 

新規 

ホームページ 
子ども向けホームページの作成に向けて研究しま

す。 
継続 

職場体験 

職場体験やボランティアなど、子どもが図書館を

見学、体験する機会をさらに拡充していきます。 

 

拡充 

読書活動 
地域の読書活動に関わる情報拠点としての機能を

充実していきます。 
継続 

読書手帳 
読書への意欲を高め、読書に親しめる方策として

、読書手帳を活用します。 
新規 

無料頒布 
図書館のリサイクル図書の再活用は、保育園、幼

稚園、小・中学校等を優先して行ないます。 
新規 

図書の紹介 図書館のお薦めコーナーを充実させ、読書喚起し 新規 

ヤングアダルト 

ヤングアダルト（おおむね小学校高学年から高校生

）向けの蔵書を積極的に収集し、子どもたちへ読書

の楽しさを啓発します。 

継続 

読書講演会 
読書講演会のほか、子どもの読書に係わる大人向け

の事業の企画を行います。 
継続 

レファレンス 

調べ学習について、資料の充実とともに、職員が調

べ学習の方法を研究し、より多くの子どもたちの疑

問が解消できるように努めます。 

継続 

図書館をつかっ

た調べる学習コ

ンクール 

図書館を使った調べる学習コンクールを継続し、興

味を持ったことに対し、自ら調べ、まとめ、発表す

ることを通して、課題解決力を育成します。 

新規 

広報活動 

図書館の利用をさらに促進するため、子ども・保護

者に対する広報及び相談活動を充実していきます。 

 

継続 

障がい児 

障がいのある子どもに対するサービスとして、点字

資料、さわる絵本をはじめとしたバリアフリー資料

を整備します。 

継続 

ホームページ 
子ども向けホームページの作成に向けて研究します

。 
継続 

職場体験 

生活科見学や職場体験などを積極的に受け入れ、子

どもが図書館を見学、体験する機会をさらに拡充し

ていきます。 

継続 

読書活動 
地域の読書活動に関わる情報拠点としての機能を充

実していきます。 
継続 

読書手帳 
読書への意欲を高め、読書に親しめる方策として、

読書手帳を活用します。 
継続 

無料頒布 
図書館のリサイクル図書の再活用は、保育園、幼稚

園、小・中学校等を優先して行います。 
継続 

図書の紹介 図書館のお薦めコーナーを充実させ、読書喚起しま 継続 
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ます。 

環境整備 
子どもの利用を促進するためのスペースを確保し

ます。 
新規 

環境整備 

郷土資料館として使用していた3階の活用を含め

、施設内の設備を再配置し、利用しやすい図書館を

推進します。 

新規 

 

 

 

 

 

地域資料の 

デジタル化 

地域資料をデジタル化し、子どもから大人まで誰

もが閲覧できる環境を提供することで、地域を愛す

る機運の醸成に繋げます。 

新規 

外国語 

外国語を母語とする子どもの読書活動を支援する

ため、英語資料を中心に、地域の実情に合わせた外

国語資料を収集します。また、地域資料のデジタル

化の際に、英訳したものも掲載し、地域学習に役立

つようにします。 

新規 

オリンピック 

パラリンピック 

平成32年の東京オリンピック・パラリンピック開

催を踏まえ、子どもがオリンピックの歴史や意義等

に興味・関心を持ち、知識を得られるように配慮し

て選書を行ないます。 

新規 

 

(1) 幼稚園・保育園における読書活動の推進   

事業名 取組内容 方向性 

 
 

 
 

啓発事業 
保護者に対して読書への理解を深めるため、「園

便り」などを通して読み聞かせの啓発に努めます。 
継続 

す。 

環境整備 
子どもの利用を促進するためのスペースを確保しま

す。 
継続 

環境整備 

郷土資料館として使用していた3階の活用を含め、

施設内の設備を再配置し、利用しやすい図書館を推

進します。 

廃止 

環境整備 

瑞穂町図書館は大規模改修を控えているため、乳幼

児期から高校生までの子どもが気軽に本に親しめる

ような空間を確保します。 

新規 

地域資料の 

デジタル化 

デジタル化した地域資料の効果的な活用手法を検討

し、地域を愛する機運の醸成に繋げます。 

 

変更 

外国語 

外国語を母語とする子どもの読書活動を支援するた

め、英語資料を中心に、地域の実情に合わせた外国

語資料を収集します。 

 

 

変更 

オリンピック 

パラリンピック 

令和2年の東京オリンピック・パラリンピック開催

を踏まえ、子どもがオリンピックの歴史や意義等に

興味・関心を持ち、知識を得られるように配慮して

選書を行います。 

継続 

 

(1) 幼稚園・保育園における読書活動の推進   

事業名 取組内容 方向性 

読み聞かせ 
子育て応援課の読み聞かせ推進事業を活用し、様々

な本の読み聞かせを行います。 
新規 

啓発事業 
保護者に対して読書への理解を深めるため、「園便

り」などを通して読み聞かせの啓発に努めます。 
継続 
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環境整備 
図書館のリサイクル図書の有効活用を積極的に行

い、読書環境の整備に努めます。 
継続 

図書館との連携 
図書館からの「幼児向け良書案内」を活用するな

ど、図書館と連携を充実していきます。 
継続 

   

(2) 児童館・学童クラブにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

読み聞かせ 
幼児と保護者向けの事業を引き続き行う中で、読

み聞かせを充実させます。 
継続 

環境整備 
図書館のリサイクル図書の有効活用を積極的に行

ない、読書環境の整備に努めます。 
継続 

   

(3) 保健センターにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

ブックスタート 

乳児(3～4か月)健診時に来所したすべての乳児を

対象に絵本を配布し、読み聞かせのデモンストレー

ションを実施するなど、ブックスタート事業を推進

します。 

継続 

図書館との連携 

図書館と連携して、リサイクル図書を活用し本を

備え、ブックスタートのパンフレットを配布したり

、健康・育児・栄養相談時に、図書館職員が読み聞

かせを行うなどの事業を実施していきます。 

継続 

   

(4) 子ども家庭支援センターひばりにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

読み聞かせ 
指導員やボランティアによる読み聞かせ事業を実

施していきます。 
継続 

図書コーナー 
図書館のリサイクル図書を活用し、図書コーナー

を充実させます。 
継続 

環境整備 
図書館のリサイクル図書の有効活用を積極的に行い

、読書環境の整備に努めます。 
継続 

図書館との連携 
図書館からの「幼児向け良書案内」を活用するなど

、図書館と連携を充実していきます。 
継続 

   

(2) 児童館・学童クラブにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

読み聞かせ 
幼児と保護者向けの事業を引き続き行う中で、読み

聞かせを充実させます。 
継続 

環境整備 
図書館のリサイクル図書の有効活用を積極的に行い

、読書環境の整備に努めます。 
継続 

   

(3) 保健センターにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

ブックスタート 

乳児(3～4か月)健診時に来所したすべての乳児を対

象に絵本を配布し、読み聞かせのデモンストレーシ

ョンを実施するなど、ブックスタート事業を推進し

ます。 

継続 

図書館との連携 

図書館と連携して、リサイクル図書を活用し本を備

え、ブックスタートのパンフレットを配布したり、

健康・育児・栄養相談時に、図書館職員が読み聞か

せを行うなどの事業を実施していきます。 

継続 

   

(4) 子ども家庭支援センターひばりにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

読み聞かせ 
指導員やボランティアによる読み聞かせ事業を実施

していきます。 
継続 

図書コーナー 
図書館のリサイクル図書を活用し、図書コーナーを

充実させます。 
継続 
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(5) ボランティアセンターみずほにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

啓発事業 
地域の育児サークルなどが行っている「読み聞か

せ」などの活動への参加を促進します。 
継続 

情報提供 
育児サークルやその活動内容の情報を提供します

。 
継続 

   

(6) 地域における子育てサークルにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

読み聞かせ 
子どもたちの興味をお話に向けさせるように読み

聞かせを積極的に取り入れた活動をします。 
継続 

団体貸出 
図書館から読み聞かせに適した本等の団体貸出の

利用を促進します。 
継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二次瑞穂町子ども読書活動推進計画 

平成27年3月 

発行：瑞穂町教育委員会 

〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1962番地 

TEL:042-557-5614 

FAX:042-557-6156 

URL https://www.library.mizuho.tokyo.jp 

  企画・編集：教育部図書館 

   

(5) ボランティアセンターみずほにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

啓発事業 
地域の育児サークルなどが行っている「読み聞かせ

」などの活動への参加を促進します。 
継続 

情報提供 
育児サークルやその活動内容の情報を提供します。 

 
継続 

   

(6) 地域の子育てサークルにおける読書活動の推進  

事業名 取組内容 方向性 

読み聞かせ 
子どもたちの興味をお話に向けさせるように読み聞

かせを積極的に取り入れた活動をします。 
継続 

団体貸出 
図書館から読み聞かせに適した本等の団体貸出の利

用を促進します。 
継続 
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